
1 

 

 

 

平成 30年度事業計画（第 9年度） 

自  平成 30 年 4月 1日  至  平成 31 年 3月 31日 

 

平成 29 年度に引き続き、「研究助成事業」、「研究会（学会を含む）助成事業」並びに

「研究者の海外派遣援助事業」を実施し、わが国の学術及び文化の向上発展に寄与するこ

とを目的とします。 

事業実施に当たっては、基本財産の運用益を有効に活用するため、引き続き経常的経費

の節約につとめます。 

 

 

１．研究助成 

(１) 対象 

自然科学分野はエレクトロニクスを中心とする自然科学の研究を行う研究者

又は、研究グループ。 

人文・社会科学分野は国際化にともなう法律、経済、社会、文化等に係る諸問

題に関する研究を行う研究者又は、研究グループ。 

(２) 助成金額 

総額 280,000 千円以内とする。 

(３) 選考方法 

関連する学協会の代表者又は、大学の学部長等に推薦を依頼し、選考委員会

において選考の上、理事会で決定後、評議員会で承認する。 

 

 

 

２．研究会（学会を含む）助成 

(１) 対象 

自然科学分野はエレクトロニクスを中心とする自然科学の研究を行い、日本国

内で開催される研究会・学会。 

人文・社会科学分野は国際化にともなう法律、経済、社会、文化等に係る諸問

題に関する研究を行い日本国内で開催される研究会・学会。 

(２) 助成金額 

総額 24,000 千円以内とする。 

(３) 選考方法 

関連する学協会の代表者又は、大学の学部長等に推薦を依頼し、選考委員会に

おいて選考の上、理事会で決定後、評議員会で承認する。 
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３．研究者の海外派遣援助 

(１) 対象 

自然科学分野はエレクトロニクスを中心とする自然科学の研究を、海外で行う

研究活動、あるいは海外で開催される国際会議、シンポジウム等で研究発表する

場合の海外派遣。 

人文・社会科学分野は国際化にともなう法律、経済、社会、文化等に係る諸問

題に関する研究を、海外で行う研究活動、あるいは海外で開催される国際会議・

シンポジウム等で研究発表する場合の海外派遣。 

(２) 派遣期間 

通例 3 ヶ月以内とする。 

(３) 援助金額 

総額 27,000 千円以内とする。 

(４) 選考方法 

関連する学協会の代表者又は、大学の学部長等に推薦を依頼し、選考委員会に

おいて選考の上、理事会で決定後、評議員会で承認する。 

 

 

◎国内助成（援助）金額 合計 

合計 自然科学系 人文・社会科学系

件数 金額（千円） 件数 金額（千円） 件数 金額（千円）

１．研究助成 130  件程度 280,000 100 230,000 30 50,000

２．研究会（学会）助成 36  件程度 24,000 30 21,000 6 3,000

３．研究者海外派遣援助 110  件程度 27,000 80 19,000 30 8,000

合計 276  件程度 331,000 210 270,000 66 61,000

項目

４．海外での研究助成 

 昨年度に引き続き、チェンマイ大学（タイ）、ペトロナス工科大学（マレーシア）への

研究助成を継続する。  

(１) 対象 

自然科学分野はエレクトロニクスを中心とする自然科学の研究を行う研究者

又は、研究グループ。 

人文・社会科学分野は国際化にともなう法律、経済、社会、文化等に係る諸問

題に関する研究を行う研究者又は、研究グループ。 

(２) 助成金額 

各大学に、5,000 千円、総額 10,000 千円以内とする。 

(３) 選考方法 

大学の教官に推薦を依頼し、学内で組織した選考委員会において選考の上、

理事会で決定後、評議員会で承認する。 
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◎海外 研究助成 金額 合計 

自然科学系／人文系

件数 金額（千円）

チェンマイ大学 10  件程度 5,000

ペトロナス工科大学 10  件程度 5,000

合計 20  件程度 10,000

大学

 

５．年報発行 

当財団の事業活動並びに研究助成の成果報告を年報にまとめ関係者に配付する。 

 

 

６．電子申請システムの維持 

一昨年度に立ち上げた電子申請システムは、順調に稼動し、当初の予定通り、省力化、

迅速化に貢献している。電子申請システムの維持管理費として、今後、年間 1600 千

円を計上する。 
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資金調達及び設備投資の見込みについて 

 

（１） 資金調達の見込みについて 

 

平成 30 年度における借り入れの予定はありません。 

 

（２） 設備投資の見込みについて 

 

平成 30 年度における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はあり

ません。 

 


